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規 則

生活保護法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２６年６月２７日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第５９号

生活保護法施行細則の一部を改正する規則
生活保護法施行細則（昭和２８年北海道規則第１０４号）の一部を次のように改正する。
第２条中「及び第２０条」を「、第２０条及び第５５条の４第２項」に改め、同条第６号中「及
び第７８条」を「、第７８条第１項及び第３項並びに第７８条の２第１項及び第２項」に、「費
用」を「費用等」に改め、同号を同条第８号とし、同条第５号を同条第７号とし、同条第４
号の次に次の２号を加える。
� 法第５５条の４第１項の規定による就労自立給付金の支給に関すること。

� 法第５５条の５の規定による被保護者等に就労自立給付金の支給等に係る報告を求める
こと。
第５条第１項を次のように改める。
法第２４条第１項（同条第９項において準用する場合を含む。）の保護の開始又は変更の
申請書は別記第１７号様式、施行規則第１条第５項の葬祭扶助の申請書は別記第１８号様式に
よらなければならない。
第７条の見出しを「（保護決定通知書等）」に改め、同条第１項を次のように改める。
法第２４条第３項（同条第９項において準用する場合を含む。）並びに第２５条第１項及び
第２項の規定による保護の開始又は変更の決定通知及び保護の開始又は変更の申請の却下
通知並びに法第２６条の規定による保護の停止又は廃止の決定通知は、別記第２５号様式によ
り行うものとする。
第８条を削る。
第７条の２に次の１項を加え、同条を第８条とする。
２ 法第２８条第２項の規定により扶養義務者等に対し報告を求めるときは、別記第２８号様式
の報告依頼書を交付するものとする。
第７条の次に次の１条を加える。
（扶養義務者への通知書）
第７条の２ 扶養義務を履行していないと認められる扶養義務者に対する法第２４条第８項の
規定による通知は、別記第２６号様式の通知書によるものとする。
第９条中「第２９条」を「第２９条第１項」に改める。
本則に次の３条を加える。
（就労自立給付金支給申請書）
第２９条 施行規則第１８条の４第１項の就労自立給付金の支給の申請書は、別記第５７号様式の
就労自立給付金支給申請書によらなければならない。
（就労自立給付金決定調書等）
第３０条 法第５５条の４第１項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、別
記第５８号様式の就労自立給付金決定調書によるものとする。
２ 法第５５条の４第１項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定通知書は、別記
第５９号様式の就労自立給付金支給決定通知書によるものとする。
（徴収金納入の申出書）
第３１条 法第７８条第１項の規定による徴収金の納入に法第７８条の２第１項の規定により同項
に規定する保護金品又は同条第２項の規定により就労自立給付金を充てる旨の申出は、別
記第６０号様式の申出書によらなければならない。
別記第１７号様式（別添２）を次のように改める。
（別添２）
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同 意 書
生活保護法（以下「法」という。）による保護の決定若しくは実施又は法第７７条若し
くは第７８条（第３項を除く。）の規定の施行のために必要があるときは、私及び私の世
帯員（以下「私等」という。）の次に掲げる事項につき、貴総合振興局（振興局）が官
公署、日本年金機構若しくは共済組合等（以下「官公署等」という。）に対し、必要な
書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社、私等の雇主その他の関係
人（以下「銀行等」という。）に報告を求めることに同意します。
また、貴総合振興局（振興局）の調査嘱託又は報告要求に対し、官公署等又は銀行等
が報告することについて、私等が同意している旨を官公署等又は銀行等に伝えて構いま
せん。
１ 氏名及び住所又は居所
２ 資産及び収入の状況（生業若しくは就労又は求職活動の状況、扶養義務者の扶養の
状況及び他の法律に定める扶助の状況を含む。）
３ 健康状態
４ 他の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況
５ 支出の状況
※ 保護廃止後は、氏名及び住所又は居所、健康状態並びに他の保護の実施機関におけ
る保護の決定及び実施の状況を除き、保護を受けていた期間における事項に限る。

年 月 日
総合振興局長（振興局長） 様

住 所
氏 名 �

別記第２６号様式を次のように改める。
別記第２６号様式（第７条の２関係）
（表面）

第 号
年 月 日

様
総合振興局長（振興局長） �

生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について
あなたの に当たる さん（住所 ）に対して生活保護法による保護
の開始を決定しますので、生活保護法第２４条第８項本文の規定により、通知します。

被保護者の氏名

保護の開始の申請が
あった日

（裏面）
（参考）生活保護法

（保護の補足性）
第４条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆる
ものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
２ 民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律
による保護に優先して行われるものとする。
（申請による保護の開始及び変更）
第２４条
８ 保護の実施機関は、知れたる扶養義務者が民法の規定による扶養義務を履行し
ていないと認められる場合において、保護の開始の決定をしようとするときは、
厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該扶養義務者に対して書面
をもつて厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。ただし、あらか
じめ通知することが適当でない場合として厚生労働省令で定める場合は、この限
りでない。
民法
（扶養義務者）
第８７７条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
２ 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等
内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

※ 「民法の規定による扶養義務を履行していないと認められる場合」とは、当総合振
興局（振興局）において、�定期的に会っているなど交際状況が良好であること、	
扶養義務者の勤務先等から当該要保護者に係る扶養手当や税法上の扶養控除を受けて
いること、
高額な収入を得ているなど資力があることが明らかであること等を総合
的に勘案して判断しています。
別記第２７号様式中「（第７条の２関係）」を「（第８条関係）」に、「同条第４項」を
「同条第５項」に改める。
別記第２８号様式から別記第３２号様式までを次のように改める。
別記第２８号様式（第８条関係）
（表面）

第 号
年 月 日

様
総合振興局長（振興局長） �

生活保護法第２８条第２項の規定に基づく報告について（依頼）
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あなたの に当たる さん（住所 ）は生活保護法による保護を申請
して（受けて）いますが、生活保護法では民法に定められた扶養義務者による扶養は生
活保護に優先して行われるものとされており、扶養義務者が民法の規定による扶養義務
を履行していないと認められる場合は、その理由など保護の決定や実施などのために必
要な範囲で、扶養義務者に対して報告を求めることができることとなっています。
つきましては、保護の決定や実施などのため必要がありますので、 年 月
日までに扶養義務を履行しない理由について報告いただきますようお願いします。
※ 「民法の規定による扶養義務を履行していないと認められる場合」とは、当総合振
興局（振興局）において、�定期的に会っているなど交際状況が良好であること、	
扶養義務者の勤務先等から当該要保護者に係る扶養手当や税法上の扶養控除を受けて
いること、
高額な収入を得ているなど資力があることが明らかであること等を総合
的に勘案して判断しています。

（特記事項）

（担当者 ）

（裏面）
（参考）生活保護法

（保護の補足性）
第４条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆる
ものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
２ 民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律
による保護に優先して行われるものとする。
（申請による保護の開始及び変更）
第２４条
８ 保護の実施機関は、知れたる扶養義務者が民法の規定による扶養義務を履行し
ていないと認められる場合において、保護の開始の決定をしようとするときは、
厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該扶養義務者に対して書面
をもつて厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。ただし、あらか
じめ通知することが適当でない場合として厚生労働省令で定める場合は、この限
りでない。
（報告、調査及び検診）
第２８条
２ 保護の実施機関は、保護の決定若しくは第７７条若しくは第７８条の規定の施行の
ため必要があると認めるときは、保護の開始又は変更の申請書及びその添付書類

の内容を調査するために、厚生労働省令で定めるところにより、要保護者の扶養
義務者若しくはその他の同居の親族又は保護の開始若しくは変更の申請の当時要
保護者若しくはこれらの者であった者に対して、報告を求めることができる。
民法
（扶養義務者）
第８７７条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
２ 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等
内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

別記第２９号様式から別記第３１号様式まで 削除
別記第３２号様式（第９条関係）
（表面）

第 号
年 月 日

様
総合振興局長（振興局長） �

生活保護法第２９条第１項の規定による調査について（照会）
保護の決定若しくは実施又は生活保護法（以下「法」という。）第７７条若しくは第７８
条（第３項を除く。）の規定の施行のために必要がありますので、法第２９条第１項の規
定により、次の事項について照会します。
なお、入手した資料は、当総合振興局（振興局）においてその内容が漏れることのな
いよう注意を払って取り扱いますので、念のため申し添えます。
（裏面）
（参考）生活保護法

（申請による保護の開始及び変更）
第２４条 保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲
げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。ただし、
当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。
�～� （略）
 要保護者の資産及び収入の状況（生業若しくは就労又は求職活動の状況、扶
養義務者の扶養の状況及び他の法律に定める扶助の状況を含む。以下同じ。）

� （略）
（資料の提供等）
第２９条 保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定若しくは実施又は第７７条
若しくは第７８条の規定の施行のために必要があると認められるときは、次の各号
に掲げる者の当該各号に定める事項につき、官公署、日本年金機構若しくは国民
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年金法（昭和３４年法律第１４１号）第３条第２項に規定する共済組合等（次項にお

いて「共済組合等」という。）に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を

求め、又は銀行、信託会社、次の各号に掲げる者の雇主その他の関係人に、報告

を求めることができる。

� 要保護者又は被保護者であつた者 氏名及び住所又は居所、資産及び収入の

状況、健康状態、他の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況その

他政令で定める事項（被保護者であつた者にあつては、氏名及び住所又は居所、

健康状態並びに他の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況を除き、

保護を受けていた期間における事項に限る。）

� 前号に掲げる者の扶養義務者 氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況

その他政令で定める事項（被保護者であつた者の扶養義務者にあつては、氏名

及び住所又は居所を除き、当該被保護者であつた者が保護を受けていた期間に

おける事項に限る。）

２ 別表第１の上欄に掲げる官公署の長、日本年金機構又は共済組合等は、それぞ

れ同表の下欄に掲げる情報につき、保護の実施機関又は福祉事務所長から前項の

規定による求めがあつたときは、速やかに、当該情報を記載し、若しくは記録し

た書類を閲覧させ、又は資料の提供を行うものとする。

生活保護法施行令

（政令で定める事項）

第２条の２ 法第２９条第１項第１号に規定する政令で定める事項は、支出の状況と

する。

別記第５６号様式の次に次の４様式を加える。

別記第５７号様式（第２９条関係）

就 労 自 立 給 付 金 支 給 申 請 書

次のとおり、生活保護法第５５条の４第１項の規定による就労自立給付金の支給を受け

たいので、関係書類を添えて申請します。

記

１ 保護を必要としなくなった事由

２ 添付書類

３ 世帯構成員

氏 名 性 別 生 年 月 日

男 ・ 女
年 月 日

（ 歳）

男 ・ 女
年 月 日

（ 歳）

男 ・ 女
年 月 日

（ 歳）

男 ・ 女
年 月 日

（ 歳）

上記のとおり相違ありません。
年 月 日

総合振興局長（振興局長） 様

申請者 住所又は居所
氏 名 �

別記第５８号様式（第３０条関係）

就 労 自 立 給 付 金 決 定 調 書

地 区 名 就労自立番号 ケース番号 世 帯 主 名 支 払 方 法 決 定 内 容 適用年月日

決

裁

所 長 課 長 係 長 担 当 員 起 案 年 月 日 決 裁 年 月 日 施 行 年 月 日

就 労 自 立 給 付 金 決 定 伺
調 書 の と お り 決 定 し 、 例 文 に よ り 通 知 す る 。

決 定 理 由

就 労 自 立 給 付 金 決 定 欄
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� 名 前 収入認定開始月
算定対象月
収入充当額
積 立 額

率
算定対象月
収入充当額
積 立 額

率
算定対象月
収入充当額
積 立 額

率
算定対象月
収入充当額
積 立 額

率
算定対象月
収入充当額
積 立 額

率
算定対象月
収入充当額
積 立 額

率 積 立 合 計 額

※ 積立額は、１円未満の端数を切り捨てた金額とする。

積立合計額は、各算定対象月の積立額を合算し、１円未満の端数を切り捨てた金額とする。

積 立 総 額

世 帯 構 成

上 限 額

支 給 額

別記第５９号様式（第３０条関係）
（表面）

第 号
年 月 日

様
総合振興局長（振興局長） �

就 労 自 立 給 付 金 支 給 決 定 通 知 書
年 月 日付けで申請された生活保護法による就労自立給付金を、次のと

おり支給することと決定しましたので、通知します。
記

１ 支給額 円
２ 保護の廃止時期 年 月 日
３ 支給を決定した理由
４ 就労自立給付金の支給日及び支給方法 年 月 日（口座振替払）
５ この通知書が申請書受理後１４日を経過したときはその理由

（裏面）
（備考）
� この処分について不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日
から起算して６０日以内に知事に審査請求をすることができます。ただし、処分が
あったことを知った日の翌日から起算して６０日以内であっても、処分の日の翌日か
ら起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。

� �の審査請求に対する裁決についてさらに不服がある場合には、当該審査請求に
対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して３０日以内に、厚生労働大臣
に再審査請求をすることができます。ただし、裁決があったことを知った日の翌日
から起算して３０日以内であっても、裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると
再審査請求をすることができなくなります。

� この処分について不服がある場合には、�による審査請求に対する裁決があった
ことを知った日（�による再審査請求をしたときは、当該再審査請求に対する裁決
があったことを知った日）の翌日から起算して６月以内に、北海道（訴訟において
北海道を代表する者は、北海道知事となります。）を被告として、札幌地方裁判所
（又はこの処分を行った総合振興局（振興局）の所在地を管轄する地方裁判所）に
処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、裁決があったことを知っ
た日の翌日から起算して６月以内であっても、裁決の日の翌日から起算して１年を
経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

 この処分については、�の審査請求の裁決を経た後でなければ、裁判所に処分の
取消しの訴えを提起することができません（生活保護法第６９条）。ただし、次のい
ずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを
提起することができます。
ア 審査請求があった日の翌日から起算して５０日を経過しても裁決がないとき。
イ 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の
必要があるとき。
ウ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

� 就労自立給付金は、この通知を受けた日の属する年度分の一時所得となりますが、
一時所得には５０万円の特別控除がありますので、他に生命保険の一時金など一時所
得に該当する所得があり、５０万円の特別控除をしてもなお残額がある場合に限り一
時所得の金額が生じ、所得税及び個人住民税が課税されることになります。

別記第６０号様式（第３１条関係）
生活保護法第７８条の２第１項及び第２項の規定による徴収金納入の申出書

年 月 日
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総合振興局長（振興局長） 様
申出者 住所

氏名 �
私は、不実の申告など不正な手段により保護を受けた場合は、生活保護法第７８条の２
第１項及び第２項の規定に基づき、交付される保護金品等（保護費（金銭給付されるも
のに限る。）及び就労自立給付金をいう。以下同じ。）の額から、生活保護法第７８条第
１項及び第３項の規定に基づく徴収金のうち貴総合振興局（振興局）と協議し、定める
額について、当該保護金品等の交付期日をもって納入する旨を次の内容について確認し
た上で、申し出ます。
なお、申出の撤回又は申出内容の変更を行わない限りにおいて、この申出に基づき、
徴収金を全て納付するまで保護金品等から納入するものとします。

記
１ 生活保護制度は、全額公費によってその財源が賄われていることから、不正受給は
あってはならない。不正受給があった場合、生活保護法第７８条第１項及び第３項の規
定による徴収金は、必ず全額納入しなければならないものであること。
２ 不正をしようとする意思がなくても、申告漏れが度重なる場合は「不実の申告」と
判断される場合があること。
３ 徴収金の納入に際して、一括して納付することが困難な場合には、家計の節約に努
め、この申出の方法により保護金品等から納入すること。

年 月 日
私は、この申出に基づき、 年 月分からの保護金品等より毎月 円を
年 月 日付け費用徴収決定通知による生活保護法第７８条第１項及び第３項の規定
による徴収金として納入するものとします。
附 則

１ この規則は、平成２６年７月１日から施行する。
２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の生活保護法施行細則別記第２７号様式の
規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の生活
保護法施行細則別記第２７号様式の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用す
ることを妨げない。

北海道中高年齢失業者等職場適応訓練実施規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２６年６月２７日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第６０号

北海道中高年齢失業者等職場適応訓練実施規則の一部を改正する規則
北海道中高年齢失業者等職場適応訓練実施規則（昭和３８年北海道規則第１４２号）の一部を
次のように改正する。
第２条第９号中「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改める。
別記第３号様式一般職場適応訓練委託契約書第１０条第２項及び別記第３号様式の２職場実
習委託契約書第１０条第２項中「年３．０パーセント」を「年２．９パーセント」に改める。

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条第９号の改正規定は、平成２６年１０
月１日から施行する。
２ この規則による改正後の北海道中高年齢失業者等職場適応訓練実施規則別記第３号様式
及び別記第３号様式の２の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用
し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

告 示

北海道告示第４７０号

土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第１項の規定により、特定有害物質によっ
て汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域
（以下「形質変更時要届出区域」という。）を次のとおり指定する。
平成２６年６月２７日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 形質変更時要届出区域 北広島市大曲幸町１丁目６番１の一部（次の図のとおり）
２ 特定有害物質の種類 シス－１，２－ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン
（「次の図」は省略し、その図面を北海道環境生活部環境局環境推進課に備え置いて縦覧
に供する。）

北海道告示第４７１号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８４条において準用する同法第１８条第１６項の規定に
より、美瑛川地区土地改良区連合から、次のとおり役員の退任の届出があった。
平成２６年６月２７日

北海道知事 高 橋 はるみ
退任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
平成２６．５．３ 理 事 寺 崎 實 上川郡美瑛町字下宇莫別第２
同 同 野 村 栄 一 同 美瑛町字美瑛原野２線
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北海道告示第４７２号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保安林を指
定する。
平成２６年６月２７日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林の所在場所 礼文郡礼文町大字香深村字トンナイ９０１地先・１３６・３７９・３８０の

１・３８０の２・６５７・９００（以上１筆地先６筆について次の図に示
す部分に限る。）、３１１、４０５の１、４０５の２、７１２、９０１、字ヘウ
ケトンナイ４７９

２ 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
３ 指 定 施 業 要 件
� 立木の伐採の方法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道宗谷総合振
興局産業振興部林務課及び礼文町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第４７３号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定を解除する予定である旨、森林法（昭和２６年
法律第２４９号）第２９条の規定による通知があった。
平成２６年６月２７日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除予定保安林の所在場所 美唄市（国有林。次の図に示す部分に限る。）

かん

２ 保安林として指定された目的 水源の涵養
３ 解 除 の 理 由 道路用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道水産林務部林務局治山課及び美唄市役所に備
え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第４７４号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する予定である。
平成２６年６月２７日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 指定施業要件変更予定保安林 空知郡南富良野町（次の図に示す部分に限る。）

の所在場所
� 保安林として指定された目的 干害の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 次の森林については、主伐は、択伐による。
南富良野町（次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

２� 指定施業要件変更予定保安林 旭川市（次の図に示す部分に限る。）
の所在場所

� 保安林として指定された目的 公衆の保健
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

３� 指定施業要件変更予定保安林 旭川市（次の図に示す部分に限る。）
の所在場所

� 保安林として指定された目的 名所又は旧跡の風致の保存
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、関係書類を北海道上川総合振興局産業振興
部林務課並びに旭川市役所及び南富良野町役場に備え置いて縦覧に供する。）
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北海道告示第４７５号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する。
平成２６年６月２７日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 指定施業要件の変更に係る保 礼文郡礼文町（次の図に示す部分に限る。）

安林の所在場所
� 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

２� 指定施業要件の変更に係る保 様似郡様似町（次の図に示す部分に限る。）
安林の所在場所

� 保安林として指定された目的 風害の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

３� 指定施業要件の変更に係る保 上川郡上川町（次の図に示す部分に限る。）
安林の所在場所

� 保安林として指定された目的 公衆の保健
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を関係総合振興局及
び振興局の産業振興部林務課並びに関係町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第４７６号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３及び第３３条第６項において準用する同条第３
項の規定による保安林の指定施業要件の変更の通知に係る次の者の所在が不分明なので、同
法第１８９条の規定により、その通知の内容を礼文町役場の掲示場に掲示した。
平成２６年６月２７日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 通 知 の 内 容 平成２６年北海道告示第４７５号
２ 所在が不分明な者 苑原 直喜、滝田 武美

北海道告示第４７７号

平成２６年北海道告示第２２６号（農林水産大臣権限に係る保安林の指定の予定）の一部を次
のように改正する。
平成２６年６月２７日

北海道知事 高 橋 はるみ
３の事項を次のように改める。
３ 削除

北海道告示第４７８号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部建設政策局維持管理防災課及び北海道胆振総合振興局室蘭
建設管理部に備え置いて、告示の日から２週間、一般の縦覧に供する。
平成２６年６月２７日

北海道知事 高 橋 はるみ
路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日
道道 倶多楽湖公園線 登別市中登別町２１９番５４地先（河川敷地）から

同市登別温泉町後志森林計画区２３８６林班に小班
地先まで

平成２６．６．３０

北海道告示第４７９号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７
号）第６条第１項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域として指定する。
平成２６年６月２７日

北海道知事 高 橋 はるみ
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１ 土砂災害警戒区域の箇所番号
蓬内川（�－２１－０５９０）

２ 土砂災害警戒区域の表示
函館市瀬田来町（次の図のとおり）

３ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流
（「次の図」は省略し、その図面を北海道渡島総合振興局函館建設管理部に備え置いて縦
覧に供する。）

北海道告示第４８０号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７
号）第６条第１項及び第８条第１項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域及び土砂災
害特別警戒区域として指定する。
平成２６年６月２７日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号

戸井弁才１（�－２－５９－８４２）
� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
函館市弁才町（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

２� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
戸井弁才２（�－２－１０１－１１３９）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
函館市弁才町（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

３� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
戸井弁才�（�－２－１０３－１１４１）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
函館市弁才町（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

４� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
戸井泊１（�－２－１０５－１１４３）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
函館市泊町（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

５� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
戸井瀬田来１（�－２－５６－８３９）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
函館市瀬田来町（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

６� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
戸井瀬田来２（�－２－９７－１１３５）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
函館市瀬田来町（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

７� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
戸井瀬田来６（�－２－５７－８４０）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
函館市瀬田来町（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
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次の図のとおり
８� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号

戸井瀬田来７（�－２－５８－８４１）
� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
函館市瀬田来町（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

９� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
戸井汐首１－�（�－２－９３－１１３１）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
函館市汐首町（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

１０� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
戸井汐首２（�－２－９５－１１３３）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
函館市汐首町（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

１１� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
東浜沢川（�－５２－０２２０）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
苫前郡羽幌町大字焼尻字東浜（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
土石流

 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

（「次の図」は省略し、その図面を関係総合振興局及び振興局の建設管理部に備え置いて
縦覧に供する。）

正 誤

○平成２６年６月２０日（第２５９１号）
北海道オホーツク総合振興局告示第８２号（特定調達契約に係る落札者等の公示の一部改
正）中に次のとおり誤りがあったので訂正する。
ページ 欄 行
４６ 右 １９
誤 ６月２４日
正 ６月２０日
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